地域計画（案）についての意見書
令和８年　　月　　日
松伏町長　高野　祐大　様
住　　所
氏　　名
電話番号

意見の内容
	地区名称
	（　大川戸、金杉　）地区

	内容


注意事項等
１　意見書は、松伏町役場環境経済課に直接又は郵送により提出してください。
２　意見書の対象は、当該計画（案）に係るものに限ります。また、提出先、提出方法及び提出期限を遵守してください。
３　提出された意見書は、要旨をとりまとめ、処理結果を公表します。ただし、特定の個人が識別しうる個人情報や財産権等を害する恐れがある場合は当該箇所を伏せることがあります。
４　意見書に対する個別の回答はしません。当該公告を公表する際に、意見の要旨及び処理結果を併せて公表します。
